
 
 

 

 

令 和 4 年 11 月 4 日 

愛  媛  大  学 
 

 

愛媛大学医学部創立５０周年記念事業の実施について 

つきましては、本事業の実施にあたり「５０周年記念事業寄附」を立ち上げ、関係者・OB をはじ
めとして多くの方々のご支援・ご協力を賜りたく存じますので、是非とも取材くださいますようお願
いいたします。 

記 
 

   ■催事（記念式典、記念講演会等）の開催 

   ■医学部創立５０周年記念誌の刊行 

         ■未来の愛媛大学医学部を発展させる次世代の若者育成強化事業の実施 

   ■医学部創立５０周年記念ロゴマークの公募（終了）  等 

         ※詳細は別紙を参照ください。 

 
取材いただける場合は、事前に問い合わせ先へご連絡ください。 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

※送付資料 6 枚（本紙を含む） 
 

令和５年９月２９日、愛媛大学医学部は創立５０周年を迎えます。このことを記念して、医学部では

創立５０周年記念事業を下記のとおり実施します。 

  医学部では、創立から現在に至るまで、「患者から学び、患者に還元する教育・研究・医療」を基

本理念として、患者から学ぶ真摯な態度と優れた能力を併せ持った医療人の育成に努めてきまし

た。また、附属病院は愛媛県内唯一の特定機能病院として、地域に根差した医療を実践しています。

今後の更なる発展を目指し、本記念事業の実現に向けて全力で取り組みます。 

〇本件に関する問い合わせ先 
医学部創立５０周年記念事業 
実行責任者：羽藤 直人 
Mail：nhato@m.ehime-u.ac.jp 
 

〇取材に関する問い合わせ先 
担当部署：愛媛大学医学部総務課 
Mail: mekoho@stu.ehime-u.ac.jp 

PRESS RELEASE 

学生中心の大学 地域とともに輝く大学 世界とつながる大学 



愛媛大学医学部創立 50 周年記念事業 
「医療の未来を見つめ、究める。」 

１） 催事（記念式典、記念講演会等）の開催

・医学部創立５０周年記念式典及び祝賀会

日時：２０２３年１０月７日（土）

会場：ANA クラウンプラザホテル 

備考：記念講演会を併せて実施予定 

・医学部創立５０周年記念市民公開講座の開催

今後２０２３年９月までの間に、５０周年記念事業の一環として市民公開講座を各地で開催します。

開催が決まり次第、順次下記の５０周年記念サイトにてご案内いたします。

２） 医学部創立５０周年記念誌の刊行

記念誌に加えてフォトムービー等を作成予定です。

３） 未来の愛媛大学医学部を発展させる次世代の若者育成強化事業の実施

・50 周年記念総合学習棟の新設

医学部同窓会との共同プロジェクトとして将来的に総合学習棟を新設し、医学科・看護学科学生の

学習環境を整備します。 

・学生の自主学習環境の整備

重信キャンパスの医学科６年生が使用する総合学習棟は、来年で築２０年となり老朽化が進んでお

り、特に空調設備は耐用年数を大幅に超過している状況です。本事業により空調設備の改修を実施し、

学生の自主学習環境に整備を行います。 

・課外活動強化のための環境整備

体育系、文科系共にサークル活動を継続、発展させるために必要な備品の購入を行い、文武両道の

全人的な医療人育成に役立てます。 

４） 医学部創立５０周年記念ロゴマークの公募（終了）

４月２８日から５月３１日までの期間でロゴマークデザインを公募し、学内選考委員会での一次審査にて

選出した６作品により、Instagram による公開投票での二次審査を実施した結果、東京都在住の占部 

博士（うらべ ひろし）氏の作品が最優秀賞に決定しました。当該作品については、今後、医学部５０周年

記念事業に関連する各種イベント、学内外への発信等に使用いたします。 



 

＜医学部創立５０周年記念ロゴマーク（占部博士氏作品）＞ 

 

    【占部氏からのコメント】 

     貴学の基本理念 「患者から学び、患者に還元する教育・研究・医療」 を基に 

貴学 ⇄ 患者、双方の真摯なつながりをイメージしました。 

また地域の皆様に親しみを感じていただけるよう「50」を擬人化。 

スクールカラーのグリーンを基調とした配色で、創立 50 周年にふさわしく爽やかにまとめました。 

このロゴマークが創立 50 周年記念事業に微力ながらお役に立てれば幸いです。 

 

 

５） その他 

・医学部創立５０周年記念ウェブサイトの開設 

 ４月２８日に、記念ウェブサイトを開設しました。今後、医学部における 50 年の歩みや記念式典・催事

のご案内についても順次更新していく予定です。 

 

【医学部創立５０周年記念ウェブサイト】 

https://www.m.ehime-u.ac.jp/50th-anniversary/ 

 

・５０周年記念事業寄附の立ち上げ 

 医学部創立５０周年記念事業の成功を祈念した「５０周年記念事業寄附」を立ち上げました。本寄附

金は個人・法人を問わず、寄附金控除の対象となり、個人として１０万円以上、法人として５０万円以上ご

寄附をいただいた方には、医学部内に設置する銘板に掲示させていただきます。皆様のご支援、ご協力

を何卒よろしくお願いいたします。 

 

【寄附のお願い】 

  https://www.m.ehime-u.ac.jp/50th-anniversary/donation/ 



期待効果：自ら学び考え成長する医看護学生を育てる！ 期待効果：文武両道の全人的な医療人を育てる！

愛媛大学医学部創立50周年記念事業へのご寄附のお願い

オンライン決済可能
ご寄附はこちらから

銘板にご芳名を掲示
個人：10万円以上
法人：50万円以上

ご寄附は寄附金控除の対象となります。

寄附目標額：２億円、事業内容：学生の学習、課外活動環境整備事業＆人材育成事業

課外活動強化のための環境整備学生の自主学習環境の整備

問い合わせ先 愛媛大学医学部研究協力課 TEL／089-960-5904 Mail／kenkyoig@stu.ehime-u.ac.jp

主な予定記念事業
・催事（記念式典、記念講演会、

記念祝賀会、市民公開講座等）

・医学部創立50周年記念誌の刊行

▪50周年記念総合学習棟の新設

▪学生の自主学習環境の整備

▪課外活動強化のための環境整備

・未来人材育成事業等 期待効果：未来型生涯学習環境の新設！

50周年記念総合学習棟の新設
（医学部同窓会との共同プロジェクト）

イメージ（場所、着工時期は未定）
※建設可能な目標額を達成できない場合は、医学部支援基金
に算入し、継続的に寄附を募ることとする。

未来の愛大医学部を発展させる
次世代の若者育成強化事業



 
 
１．寄附組織及び代表者 

国立大学法人愛媛大学 学長  仁科 弘重 
２．寄附の目的 

愛媛大学医学部創立 50 周年記念事業の推進  
    記念事業の主な内容  
    (1) 催事（記念式典，記念講演会，記念祝賀会、市民公開講座） 
    (2) 医学部創立 50 周年記念誌の刊行 
  (3) 未来の愛媛大学医学部を発展させる次世代の若者育成強化事業 
  (4）その他医学部創立 50 周年記念に関する必要な事業 
    ３．寄附の目標額 

2 億円 
４．寄附の期間 

令和 3 年 11 月 1 日から令和 5 年 12 月末日  
５．寄附の方法 
(1) 額について 
①個人 

1 口 1,000 円（5 万円以上のご寄附を歓迎します。） 
  ・10 万円以上ご寄附をいただいた皆様は、医学部内で銘板に掲示いたします。 

ブロンズ板…10 万円以上、シルバー板…50 万円以上、ゴールド板…100 万円以上 

②法人 
1 口 10,000 円（10 万円以上のご寄附を歓迎します。）  

  ・50 万円以上ご寄附をいただいた法人は、医学部内で銘板に掲示いたします。 
ブロンズ板…50 万円以上、シルバー板…100 万円以上、ゴールド板…200 万円以上 

※寄附銘板への掲示の可否につきましては、事前に確認させていただきます。 
※100 万円以上ご寄附いただいた法人の銘板への表記方法（法人名・代表者名等）につい

ては、事前に確認させていただきます。 
(2) オンラインでのお申込みについて 

クレジットカード決済、コンビニ決済、ペイジー決済 がご利用できます。 

※コンビニ決済の場合、ご利用（ご寄附金額）は 5万円未満までとなります。ご了承く 

ださい。 

                              
 (3) 金融機関からのお振込みについて 

同封の払込取扱票でお振込みください。 

６．寄附金に対する税法上の優遇措置 
愛媛大学へのご寄附については、個人・法人等を問わず、寄附金控除の対象となります。 

(1) 個人からのご寄附 

国立大学法人愛媛大学医学部創立５０周年記念事業寄附金要項 

スマートフォンから左の 

QRコードを読み取ってください。 



寄附金控除を受けるには、確定申告が必要です。領収書については、確定申告用の領収

書をその都度発行させていただきます。 

①所得税の寄附控除について 
（寄附金額-2,000円）×（所得に応じた）税率 ⇒ 所得税額から控除（還付） 

※控除を受けられる寄附金額は、総所得金額等の 40％が上限 

②住民税の寄附金税額控除について 

・愛媛県にお住まいの方（寄附された翌年の 1月 1日現在） 

県民税の寄附金税額控除が受けられます。 

市町村民税 について、お住まいの市町の条例で愛媛大学への寄附が寄附金控除の

対象に指定されている場合は、個人住民税の寄附金税額控除が受けられます。 

お住まいの市町の税務担当へのお問い合わせの上、申告手続を行ってください。 

   ・愛媛県外にお住まいの方 

個人住民税については、お住まいの都道府県の税務担当へお問い合わせの上、申

告手続を行ってください。 

 (2)法人からのご寄附 
法人税法第 37条第 3項第 2号により、寄附金の全額を損金として算入できます。 

７．個人情報の取扱いについて 
   ご寄附により取得した個人情報は、本来の目的（本学からの礼状・領収証送付、ご寄附

者芳名録の作成、顕彰等本学が行う基金事業活動、事務手続き）以外には使用いたしませ

ん。 

８．問い合わせ先 
国立大学法人 愛媛大学 
住所 〒791-0295 愛媛県東温市志津川 
(1) 記念事業（記念式典等）について 

愛媛大学医学部総務課   電話 089-960-5125 
E-mail：mesyomu@stu.ehime-u.ac.jp 

(2) 寄附の申し込みについて 
愛媛大学医学部研究協力課 電話 089-960-5904 

E-mail：kenkyoig@stu.ehime-u.ac.jp 
 (3) 税制上の優遇措置について 

愛媛大学基金室      電話 089-927-8346 
https://foundation.office.ehime-u.ac.jp/contents/contact/#contact 

9．ご厚意に対する感謝 
ご芳名の掲載、感謝状の贈呈、農場生産物、記念品等の贈呈等。 
詳細は、以下からご確認ください。 
https://foundation.office.ehime-u.ac.jp/contents/donation_gratitude/ 
 

10．その他 
50 周年記念事業に対する寄附金に余剰金が出た場合については，本学部の教育・研究

等に活用するための事業（医学部支援基金）に活用させていただきます。 

file://133.71.160.71/keieika/%E7%B7%8F%E5%8B%99%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0/R3%E7%B7%8F%E5%8B%99%E3%83%81%E3%83%BC%E3%83%A0%E3%83%AA%E3%83%BC%E3%83%80%E3%83%BC/10.50%E5%91%A8%E5%B9%B4%E4%BA%8B%E6%A5%AD/%E5%AF%84%E9%99%84WG/%E8%B6%A3%E6%84%8F%E6%9B%B8%EF%BC%8C%E8%A6%81%E9%A0%85%E6%9C%80%E7%B5%82%E7%89%88/mesyomu@stu.ehime-u.ac.jp
mailto:kenkyoig@stu.ehime-u.ac.jp
https://foundation.office.ehime-u.ac.jp/contents/contact/#contact
https://foundation.office.ehime-u.ac.jp/contents/donation_gratitude/
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